
　

浄
化
槽
は
、
私
た
ち
の
毎
日
の
生
活
か
ら
で
る
生
活
排
水
を
、
微
生
物
の
力
で

き
れ
い
な
水
に
し
て
、
自
然
に
戻
し
て
く
れ
る
大
切
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
浄
化
槽
の
維
持
管
理
を
し
な
け
れ
ば
、
機
能
が
低
下
し
、
汚
れ
た

水
が
排
水
路
に
流
れ
出
し
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
他
人
に
迷
惑
を
掛
け
る
ば
か
り

で
な
く
、
環
境
汚
染
を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
浄
化
槽
は
、
保
守
点
検
・
清
掃
の
必
要
が
あ
り
、
ま
た
、
こ
れ
ら
を

総
合
的
に
診
断
す
る
法
定
検
査
を
定
期
的
に
受
検
す
る
こ
と
が
浄
化
槽
法
に
よ
り

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

浄
化
槽
は
、
機
能
を
維
持
す
る
た
め

に
、
年
４
回
以
上（
形
式
な
ど
に
よ
り

回
数
が
異
な
り
ま
す
）の
保
守
点
検
が

必
要
で
す
。
保
守
点
検
は
、
知
事
登
録

を
受
け
た「
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
」

に
必
ず
依
頼
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
保
守
点
検
を
行
っ
た
場
合
、

点
検
記
録
票
が
渡
さ
れ
ま
す
の
で
３

年
間
保
存
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

浄
化
槽
は
、
適
正
に
使
用
し
て
も
、

１
年
を
経
過
す
る
と
槽
の
中
に
微
生

物
の
死
骸
な
ど
が
ス
カ
ム
や
汚
泥
と

な
っ
て
溜
ま
り
ま
す
。
ス
カ
ム
や
汚

○
７
条
検
査
…
浄
化
槽
を
使
い
始
め

て
、
３
か
月
か
ら
５
か
月
の
間
に
実
施

す
る
検
査
で
、
工
事
の
状
況
や
放
流
水

の
Ｂ
Ｏ
Ｄ
検
査
等
を
行
い
、
総
合
的
に

設
置
の
状
態
を
判
定
し
ま
す
。

○
１１
条
検
査
…
毎
年
１
回
実
施
す
る

検
査
で
、
浄
化
槽
の
放
流
水
の
Ｂ
Ｏ
Ｄ

■
問
い
合
わ
せ

○
浄
化
槽
ら
く
ら
く
一
括
契
約

　

中
予
浄
化
槽
管
理
協
同
組
合

　

☎
９
２
３
ー
５
６
０
８

○
清
掃
に
関
す
る
こ
と

・
本
庁
地
区
…
㈲
伊
予
環
境
保
全

　

☎
９
８
２
ー
２
５
８
７

・
中
山
地
区
…
大
山
衛
生
社

　

☎
９
８
４
ー
１
６
９
９

・
双
海
地
区
…
㈲
松
下
衛
生
社

　

☎
９
８
７
ー
０
２
３
０

○
法
定
検
査
に
関
す
る
こ
と

　

㈳
愛
媛
県
浄
化
槽
管
理
セ
ン
タ
ー

☎
９
２
５
ー
２
６
６
１

○
浄
化
槽
に
関
す
る
こ
と

　

伊
予
市
水
道
部
下
水
道
課

　

☎
９
８
２
ー
１
１
１
１（
内
線
５
９
９
）

浄化槽らくらく一括契約をおススメします
　「保守点検」+「清掃」+「法定検査」を一括して
契約するのが『浄化槽らくらく一括契約』です。

■対象地区　本庁地区

■一括契約のメリット
　○保守点検・清掃・法定検査を同時に契約。
　○年間費用が明確。
　○約５，０００円おトクになります。（右表）
　○浄化槽トラブルに迅速に対応。

■年間料金表（主なもの）
浄化槽 一般の契約料金
５人槽 点検

清掃
検査

４９，７３０円
７人槽 ５６，７６０円
１０人槽 ７５，０３０円

浄化槽 らくらく一括契約
５人槽 点検

清掃
検査

４４，９００円
７人槽 ５２，２５０円
１０人槽 ６８，０００円

年
に
４
回
以
上
の
保
守
点
検

義務
年
に
１
回
以
上
の
清
掃

義務

法
定
検
査
の
受
検

義務
泥
が
溜
ま
り
す
ぎ
る
と
浄
化
槽
の
機

能
に
支
障
を
き
た
し
、
水
質
低
下
や
悪

臭
の
原
因
と
な
り
ま
す
の
で
、
年
１
回

以
上（
全
バ
ッ
キ
式
は
、
半
年
に
１
回
）

の
清
掃
が
浄
化
槽
法
で
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

※
清
掃
は
市
の
許
可
を
受
け
た「
浄
化
槽
清

掃
業
者
」へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

検
査
等
を
行
い
、
浄
化
槽
の
機
能
判
断

を
行
い
ま
す
。

※
検
査
は
、
愛
媛
県
知
事
の
指
定
検
査
機
関
㈳

愛
媛
県
浄
化
槽
管
理
セ
ン
タ
ー
が
行
い
ま

す
の
で
、
必
ず
検
査
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

浄
化
槽
の
維
持
管
理
を

行
っ
て
い
ま
す
か
？

下水道課からの

お知らせ
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伊
予
市
を
含
む
県
内
２０
市
町
、
愛
媛
県
、
愛
媛
地
方
税
滞
納
整
理
機
構
で
は
、
税

の
公
平
性
確
保
と
滞
納
額
の
縮
減
を
図
る
た
め
、
１２
月
を「
一
斉
滞
納
整
理
強
化
月

間
」と
定
め
、
県
下
一
丸
と
な
っ
て
、
滞
納
整
理
の
強
化
に
取
り
組
み
ま
す
。

　

税
の
滞
納
者
に
対
す
る
集
中
的
な

納
税
の
催
告
を
行
い
ま
す
。

　

十
分
な
財
産
を
持
ち
な
が
ら
、
滞
納

し
て
い
る
場
合
に
は
、
積
極
的
な
財
産

の
差
押
を
実
施
し
ま
す
。

滞
納
整
理
強
化
月
間
中
の
取
り
組
み

　

市
税
を
納
期
限
ま
で
に
納
め
な
い

と
、
本
来
納
め
る
べ
き
税
額
の
ほ
か

に
、
延
滞
金
も
あ
わ
せ
て
納
付
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
延
滞
金
は
、
納
期
限
の
翌
日
か

ら
完
納
す
る
日
ま
で
の
経
過
日
数
に
応

じ
て
、
年
１４
・
６
％
の
割
合（
最
初
の
１
か

月
は
特
例
割
合
）で
課
さ
れ
る
も
の
で
、

納
期
内
に
納
税
さ
れ
た
方
と
の
公
平
性

を
保
つ
た
め
の
も
の
で
す
。（
右
下
表
参
照
）

納
期
限
ま
で
に
納
め
な
い
と

延
滞
金
が
か
か
り
ま
す

■延滞金の計算例

税　目 市県民税

税　額 ７３，０００円

納期限 平成２０年１０月３１日

納付日 平成２１年１０月３０日

督促手数料 ５０円

延滞金 １０，０００円

　納期限を１年経過して納付する場合、

税額７３，０００円に対し、合計１０，０５０円を

余計に支払わなくてはなりません。

愛
媛
地
方
税
滞
納
整
理
機
構
と
は

　

愛
媛
地
方
税
滞
納
整
理
機
構
は
、

平
成
１８
年
に
、
愛
媛
県
内
の
全
２０
市
町

で
構
成
す
る
一
部
事
務
組
合
と
し
て

組
織
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
機
構
は
、
各
市
町
か
ら
の
徴
収
困

難
な
案
件
を
引
き
受
け
、
差
押
な
ど
の

滞
納
処
分
を
前
提
と
し
て
滞
納
整
理

を
行
っ
て
い
る
機
関
で
あ
り
、
県
内
市

町
の
徴
収
の
最
終
機
関
と
し
て
重
要

な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

《
基
本
姿
勢
》

　

悪
質
な
滞
納
は
許
さ
な
い
。

　
　

ゴ
ネ
得
、
逃
げ
得
は
許
さ
な
い
。

■
問
い
合
わ
せ

○
愛
媛
地
方
税
滞
納
整
理
機
構

　

☎
９
１
３
ー
５
８
０
０
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジhttp://w

w
w
.ehim

e-kiko
u.jp/

○
伊
予
市
税
務
課
収
納
担
当

　

☎
９
８
２
ー
１
１
１
１（
内
線
５
４
８
）

税
金
を
滞
納
す
る
と

ど
う
な
る
？

　

納
期
限
ま
で
に
納
付
が
な
い
場
合

は
、「
督
促
状
」
が
送
付
さ
れ
、
本
税
と

合
わ
せ
て
督
促
手
数
料
５０
円
を
納
付

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

督
促
後
も
納
付
が
な
い
場
合
は
、

自
主
的
な
納
付
を
促
す
た
め
に「
催

告
状
」が
送
付
さ
れ
ま
す
。
こ
の
ま
ま

滞
納
が
放
置
さ
れ
る
と
差
押
な
ど
の

滞
納
処
分
を
実
施
す
る
と
い
う
予
告

的
な
意
味
を
持
つ
文
書
で
す
。

　

法
律
に
基
づ
き
、
徹
底
的
に
財
産
調

査
を
実
施
し
ま
す
。こ
の
財
産
調
査
は
、

予
告
な
し
に
行
わ
れ
、
場
合
に
よ
っ
て

は
強
制
捜
査（
自
宅
等
の
捜
索
）
が
行

わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

財
産
調
査
や
捜
索
に
よ
り
発
見
し

た
財
産
に
つ
い
て
、
速
や
か
に
差
押

を
行
い
ま
す
。
差
押
後
は
、
財
産
処
分

に
つ
い
て
一
定
の
制
限
を
受
け
ま
す
。

　

差
押
し
た
財
産
を
公
売
や
取
立
て

に
よ
り
お
金
に
換
え
て
、
滞
納
税
に

充
て
る
手
続
き
を
行
い
ま
す
。

１２
月
は
一
斉
滞
納
整
理
強
化
月
間
で
す

税
金
は
き
ち
ん
と
納
め
ま
し
ょ
う

① 督 促② 催 告③財産調査④ 差 押⑤ 換 価

《
差
押
の
対
象
と
な
る
財
産
》

　

給
与
・
預
金
・
保
険
・
動
産
・
不
動

産
な
ど
の
す
べ
て
の
財
産（
差
押
禁
止

財
産
を
除
く
）が
対
象
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
自
動
車
は
タ
イ
ヤ
ロ
ッ
ク
を
実

施
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
１２
月
１０
日
㈭
に
は
、
愛
媛
地
方
税
滞
納
整

理
機
構
を
中
心
に
、
不
動
産
合
同
公
売
会

も
実
施
す
る
予
定
で
す
。

税務課からの

お知らせ
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